
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、

法人の合併などにより、森林※1 の土地を新たに取得

した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者

届出」が必要となります。面積の基準はありませんの

で、面積が小さくても届出の対象となります。

所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地が

ある市町村の長に届出を行う必要があり、届出をしな

い、又は虚偽の届出をしたときは、10 万円以下の過料

が科されることがありますので、ご注意ください。

※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となって

いる森林です。登記上の地目によらず、取得した土地

が森林の状態となっている場合には、届出の対象とな

る可能性が高いのでご注意ください。

詳しくは、林野庁ホームページをご覧ください。

【問合せ】市役所農政経済課林務係　

　　　   ☎0980-82-1307

年末年始は飲酒の機会が増えてくることから、飲酒運

転の増加が懸念されます。

　飲酒運転は犯罪です！絶対にしてはいけません！　

　交通安全を守り、事故のない安心・安全な八重山　

　をみんなで作りましょう。

ハンドルキーパー運動、飲んだらむカエル（迎える）

運動、運転代行活用の推進のほか、二日酔い運転をし

ないように気を配り、飲酒運転ゼロの明るい沖縄県を

目指しましょう。お酒を１単位飲んだ場合、アルコー

ルが分解されるまで４時間かかるといわれています。

　もし、３単位飲酒したら８時間の睡眠を取ったとし

ても、体内には、アルコールが１単位残っていること

になります。この状態（二日酔い）での運転も飲酒運

転となり、運転免許停止もしくは、取り消し処分の対

象です。

【出願資格】

　本校定時制課程を退学した者（退学した年の翌年度

　以降とする）

【出願期間】

　令和４年１月６日（木）、８日（金）の２日間

　　　　　　　（受付時間：午後２時～午後６時）

【受付場所】

　県立八重山商工高校　定時制職員室

　（※島外からは郵送可。この場合１月７日（金）必着。）

【出願書類】

　下記の①～⑥を揃えて、本人または保護者より提出

　ください。各様式は本校ホームページよりダウン　

　ロードできます。

　①再入学志願書、②再入学願、③退学の理由及び退学

　後の動向、④健康診断書、⑤体験入学申込書、⑥体験　

入学中の給食費 1,250 円（返金不可。）

【体験入学及び学力試験・面接】

　（１）令和４年１月 17 日（月）～１月 21 日（金）

　（２）体験入学期間中に学力試験・面接を行います。

　※その他詳細についてはホームページを

　　ご覧頂くか、お問合わせください。

　　☎0980-82-3892（担当：神村）

【日時】令和４年２月17日（木） ９時～17時

　　　 令和４年２月18日（金）９時～17時（２日間）

【会場】石垣市健康福祉センター視聴覚室

【対象者及び募集人員】

　消防法第８条指定防火対象物の関係者　定員40名 

　※３密回避のため昨年より定員を削減していますの

　で、石垣市在所の事業所１名の申込みとさせて頂き

　ます。

【受付】令和４年１月11日（火）～１月14日（金）

　　　　　　　10時～16時（12時～13時を除く）

【申込方法】      

　受講申込書に必要事項を記入の上、３ヶ月以内に撮

　影した証明写真（縦４センチ ×横３センチ）を貼り

　付けて、提出してください。※受講申込書は受付期間

　中に配布いたします。

【受付・問合せ】

　石垣市消防本部 予防課 　☎0980-82-4047

【問合せ】八重山警察署　☎0980-82-0110

森林の土地を取得したときの届出について 甲種防火管理者講習会開催について

県立八重山商工高等学校　定時制課程
再入学生徒・特別募集について

ＳＴＯＰ！！ 飲酒運転
八重山警察署からのお知らせ

11

７日


